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災害復旧工事

〇
橋
の
復
旧
工
事

厚
真
大
橋
の
復
旧
工
事
は

地
震
で
破
損
し
た
部
材
の
補

修
や
取
り
替
え
を
８
月
か
ら

進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
上
厚
真
大
橋
や
宇

隆
橋
に
つ
い
て
も
同
様
の
工

事
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
工

事
期
間
中
は
、
終
日
車
両
通

行
止
め
や
片
側
交
互
通
行
な

ど
の
交
通
規
制
を
実
施
し
ま

す
（
詳
し
く
は
11
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
）。

〇
農
地
の
復
旧
工
事

町
が
実
施
す
る
農
地
の
補
助

災
害
復
旧
工
事
は
の
り
面
崩
壊

に
よ
り
発
生
し
た
土
砂
埋
塞
や

地
割
れ
に
よ
る
被
災
箇
所
21
地

区
の
復
旧
工
事
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

工
事
は
、
地
区
統
合
に
よ
り

９
工
区
に
仕
分
け
し
て
５
月
か

ら
順
次
発
注
を
開
始
し
、
８
月

末
現
在
で
３
工
区
工
事
が
完
了

し
、
残
る
６
工
区
に
つ
い
て
も

年
内
に
完
了
す
る
予
定
で
す
。

ま
た
、
補
助
災
害
復
旧
工
事

の
要
件
に
満
た
な
い
小
規
模
な

災
害
に
つ
い
て
は
関
係
制
度
を

活
用
し
な
が
ら
随
時
復
旧
工
事

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

〇
豊
丘
地
区
の
復
旧
工
事

豊
丘
地
区
に
お
け
る
災
害
復

旧
工
事
が
本
格
的
に
始
ま
り
ま

し
た
。

現
在
、
豊
丘
新
橋
の
架
け
替

え
工
事
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の

後
橋
台
・
橋は

し
桁げ

た
・
護
岸
を
設
置

し
て
橋

き
ょ
う

梁り
ょ
う

工
事
は
11
月
末
に

完
了
す
る
予
定
で
す
。

〇
幌
内
メ
ナ
の
沢
川
砂
防
工
事

幌
内
地
区
の
メ
ナ
の
沢
川
砂

防
工
事
は
、
昨
年
10
月
に
緊
急

的
な
土
砂
流
出
対
策
と
し
て
大

型
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
砂
防
え
ん

堤
工
を
設
置
完
了
し
ま
し
た
。

引
き
続
き
今
年
３
月
か
ら
砂

防
え
ん
堤
工
に
着
手
し
、
現
在

は
基
礎
地
盤
の
改
良
を
行
っ
て

お
り
、
工
事
は
今
年
度
内
の
完

成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

※
砂
防
え
ん
堤
工
…
土
石
流
な

ど
上
流
か
ら
流
れ
る
土
砂
を
受

け
止
め
て
、
流
れ
を
弱
め
る
こ

と
に
よ
り
下
流
の
被
害
を
防
ぎ

ま
す
。

メナの沢川　災害関連緊急砂防工事

厚真大橋

幌里2・5工区 新町・美里8工区

災害復旧工事

北
海
道
に
よ
る
工
事

町
に
よ
る
工
事

現在、北海道開発局・北海道・町などが災害復旧工事を行っています。
工事の実施にあたって各発注機関と受注業者による安全連絡協議会を設

置し、連携して交通安全や住環境の保全に努めています。
大量の土砂を運ぶため多くのダンプカーが走行するなど、皆さんにはご

迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

早期復旧を目指して！

問い合わせ
胆振東部地震災害復旧工事厚真町安全連絡協議会　☎080-2867-6611
建設課 土木グループ　☎27-2451

橋の復旧工事により、次のとおり通行止めとなります。
ご不便とご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。

車両通行止め期間中は、迂
う

回
かい

路
ろ

を通行してください。

上 厚 真 大 橋

厚 真 大 橋

宇 隆 橋
◇終日車両通行止め（歩行者は通行可）
９月27日（金）まで

◇片側交互通行規制
９月28日（土）～10月28日（月）８時～17時

◇終日車両通行止め（歩行者は通行可）
①９月16日（月）～10月６日（日）　21日間
②10月18日（金）～11月６日（水）　20日間
③11月25日（月）～12月15日（日）　21日間

◇終日車両通行止め（歩行者は通行可）
12月14日（土）まで

問い合わせ　室蘭建設管理部苫小牧出張所（☎0144-32-3171）

工事のお知らせ

橋の下部工を施工するための
鋼管くいを打設する重機

迂回路

役場

厚真中央小厚真大橋

被 災 者 支 援 情 報北海道胆振東部地震
災害義援金（町配分）の配分金額変更

災害義援金の支給申請がお済みでない方へ

■住宅再建
被害区分 配分金額 対　　象
全　壊

大規模半壊
半　壊

変更前 限度額50万円
町内において住宅を建設、もしくは購入した場合

変更後 限度額100万円
〔必要書類〕印鑑、預金通帳の写し、申請者の本人確認ができるもの（運転免許証や健康保険証など）
り災証明書、契約書、領収書（一部払い可）
■住宅修繕　※配分金額は、自己負担額に対して１万円未満切り捨て

被害区分 配分金額 対　　象
全　壊

大規模半壊
半　壊

変更前 限度額20万円 り災証明書が「全壊」「大規模半壊」「半壊」で、家屋（自己所有居住者）
を修繕した場合変更後 限度額50万円

一部損壊
変更前 限度額10万円 り災証明書が「一部損壊」で、家屋（自己所有居住者）を修繕した

場合変更後 限度額15万円
〔必要書類〕印鑑、預金通帳の写し、申請者の本人確認ができるもの（運転免許証や健康保険証など）
り災証明書、修繕の内容が確認できるもの（契約書・請求書など）、領収書、被災住宅応急修理の証明書（被
災住宅応急修理制度を利用した方）

災害義援金（町配分）について、町災害義援金配分検討委員会
で配分金額が変更となりました。

昨年9月6日に発生した北海道胆振東部地震後、
町では昨年10月29日から災害義援金の支給申請
を受け付けています。震災時点で町内に居住し支
給申請がお済みでない方は、必要書類を持参の上、
申請してください。

⃝必要書類
印鑑、預金通帳の写し、申請者の本人確認ができるも
の（運転免許証や健康保険証など）、り災証明書（り
災者区分が「物件居住者」となっていること）
⃝受付期間　　12月27日（金）まで
⃝申請受付場所　　役場別館前プレハブ
⃝受付時間　　月曜～金曜日　9時～17時

（※土曜、日曜、祝日および12月31日～1月5日は除く）問い合わせ　総務課 財政グループ　☎27-2481

⃝受付期間　　令和３年10月７日（木）まで


